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市税�
35.0％�

地方交付税�
30.5％�

人件費�
22.7％�

扶助費�
11.4％�

物件費�
18.4％�

繰出金�
12.0％�

　
私
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
市
政
を

負
託
さ
れ
、
就
任
以
来
「
小
さ
く
て
も

き
ら
り
と
光
る
、
住
ん
で
み
た
い
、
住

ん
で
よ
か
っ
た
ま
ち
づ
く
り
」
を
市
政

運
営
の
基
本
姿
勢
と
し
て
、
市
民
の
目

線
に
立
っ
た
施
策
を
展
開
し
、「
新
し
い

ま
ち
・
東
温
市
」
の
確
立
に
向
け
た
基

礎
づ
く
り
を
進
め
て
き
ま
し
た
。�

　
新
年
度
に
つ
い
て
も
、
第
１
ス
テ
ー

ジ
の
総
仕
上
げ
の
年
と
自
覚
を
新
た
に

し
、
昨
年
度
策
定
し
ま
し
た
東
温
市
総

合
計
画
「
い
の
ち
輝
き
　
緑
あ
ふ
れ
る

　
東
温
市
」
を
基
に
将
来
像
実
現
の
た

め
の
政
策
目
標
に
忠
実
に
取
り
組
み
、

東
温
市
の
更
な
る
発
展
に
全
力
を
注
ぎ

ま
す
。�

　
わ
が
国
の
経
済
は
、
引
き
続
き
民
間

需
要
中
心
に
回
復
傾
向
と
さ
れ
て
お
り

ま
す
が
、
地
域
間
の
ば
ら
つ
き
は
大
き

く
、
依
然
と
し
て
景
気
の
先
行
き
は
不

透
明
な
状
況
で
す
。�

　
こ
う
し
た
中
、
政
府
は
平
成
２０
年
度

予
算
に
つ
い
て
、
歳
出
改
革
を
軌
道
に

乗
せ
る
上
で
極
め
て
重
要
な
予
算
と
位

置
づ
け
、
歳
出
全
般
に
わ
た
っ
て
、
こ

れ
ま
で
行
っ
て
き
た
改
革
の
努
力
を
決

し
て
緩
め
る
こ
と
な
く
、
国
・
地
方
を

通
じ
、
引
き
続
き
、
最
大
限
の
削
減
を

行
う
方
針
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。�

　
地
方
財
政
は
、「
地
方
再
生
対
策
費
」

の
創
設
に
よ
り
地
方
交
付
税
４
，０
０
０

億
円
の
増
額
が
見
込
ま
れ
る
も
の
の
、

国
庫
補
助
負
担
金
削
減
に
よ
り
依
然
と

し
て
行
政
需
要
に
対
す
る
財
源
不
足
が

生
じ
る
と
予
想
さ
れ
、
地
方
財
政
を
取

り
巻
く
環
境
は
非
常
に
厳
し
い
状
況
に

あ
り
ま
す
。�

　
先
日
公
表
さ
れ
た
愛
媛
県
の
平
成
２０

年
度
予
算
で
も
、
中
期
財
政
見
通
し
を

大
幅
に
上
回
る
財
源
不
足
下
で
７
年
連

続
の
緊
縮
型
予
算
と
な
り
ま
し
た
。�

　
さ
て
、
東
温
市
の
財
政
見
通
し
で
す

が
、
歳
入
面
で
は
「
三
位
一
体
の
改
革
」

に
伴
う
、
税
源
移
譲
や
新
型
交
付
税
、

「
地
方
再
生
対
策
費
」
の
創
設
等
に
よ

る
影
響
、ま
た
法
人
市
民
税
や
、
固
定
資

産
税
の
負
担
調
整
や
新
築
家
屋
増
に
よ

り
税
収
の
増
加
が
見
込
め
る
も
の
の
、

国
・
県
補
助
金
の
廃
止
や
削
減
の
影
響

で
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。�

　
ま
た
歳
出
面
で
は
、
今
世
紀
前
半
に
も

発
生
す
る
と
言
わ
れ
る
東
南
海
・
南
海
地

震
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
、
義
務
教
育
施

設
・
公
共
施
設
の
耐
震
化
費
用
や
上
下
水

道
整
備
に
伴
う
特
別
会
計
等
へ
の
繰
り
出

し
金
、
少
子
・
高
齢
化
に
対
応
す
る
た
め

の
扶
助
費
を
始
め
と
し
た
経
費
や
、
高
水

準
で
推
移
す
る
公
債
費
な
ど
財
政
需
要
の

大
幅
な
増
加
で
厳
し
い
財
政
運
営
を
強
い

ら
れ
て
い
ま
す
。�

　
そ
の
結
果
、
将
来
に
わ
た
り
見
込
ま

れ
る
財
源
不
足
に
対
し
て
は
、
必
要
最

小
限
の
財
政
調
整
基
金
や
減
債
基
金
の

取
り
崩
し
に
よ
り
対
策
を
行
い
ま
す
。�

　
こ
の
よ
う
に
厳
し
い
財
政
状
況
で
す
が
、

平
成
２０
年
度
の
予
算
編
成
に
あ
た
っ
て
は
、

「
東
温
市
総
合
計
画
」
の
着
実
な
実
現
を

図
る
た
め
「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」
の
推

進
を
基
本
と
し
、
個
別
推
進
項
目
の
確

実
な
達
成
が
不
可
欠
と
い
う
視
点
の
も

と
、
定
員
適
正
化
計
画
に
よ
る
人
件
費

�

平成20年度�

所信表明�
と予算�

　東温市のまちづくりの基礎となる平成
20年度当初予算が、3月市議会定例会で
議決されました。�
　ここでは、新年度予算の編成方針や特
徴について説明します。�
�

東温市長　高須賀　功�



地方消費税�
交付金�
2.7％�

市税市税�
35.0％�

地方交付税地方交付税�
30.5％�

市税�
35.0％�

地方交付税�
30.5％�

県支出金�
6.5％�

国庫支出金�
5.5％�

繰入金�
4.6％�

市債�
4.2％�

地方譲与税�
1.5％�

その他�
9.5％�

歳　入�
11,130,000�
千円�

歳　出�
11,130,000�
千円�

人件費人件費�
22.7％�

扶助費扶助費�
11.4％�

物件費物件費�
18.4％�

繰出金繰出金�
12.0％�

人件費�
22.7％�

扶助費�
11.4％�

公債費�
15.6％�投資的�

経費�
7.2％�

物件費�
18.4％�

補助費等�
     9.1％�

繰出金�
12.0％�

農林�
水産業費�
7.4％� 民生費�

28.9％�

公債費�
15.6％�

教育費�
10.4％�

総務費�
9.9％�

土木費�
9.1％�

衛生費�
10.4％�

消防費�
5.1％�

その他 3.2％�
その他 3.6％�

広報とうおん  4.1.2008

の
削
減
、
特
殊
勤
務
手
当
て
の
見
直
し

を
図
る
な
ど
、
引
き
続
き
徹
底
し
た
行

財
政
改
革
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。�

　
更
に
、
よ
り
持
続
可
能
な
財
政
構
造

を
構
築
す
る
た
め
、
事
務
事
業
に
係
る

経
常
的
経
費
の
一
層
の
抑
制
を
図
り
な

が
ら
、
限
ら
れ
た
財
源
で
最
大
の
効
果

を
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
、
知
恵
を
絞
り
工

夫
を
凝
ら
し
な
が
ら
、
本
市
の
資
源
や

特
色
を
最
大
限
に
活
か
し
た
ま
ち
づ
く

り
に
配
慮
し
た
予
算
を
編
成
し
ま
し
た
。�

　
こ
の
結
果
、
平
成
２０
年
度
の
当
初
予

算
額
は
、
一
般
会
計
１
１
１
億
３
，０
０

０
万
円
、
特
別
会
計
８３
億
４
，６
４
４
万

円
、
企
業
会
計
２６
億
４
，８
５
０
万
６
千

円
で
、
一
般
会
計
が
前
年
対
比
３
億
円
、

２．６
％
の
減
額
、
特
別
会
計
、
企
業
会
計

を
合
わ
せ
た
総
額
で
、
前
年
対
比
３１
億

８
，４
４
０
万
２
千
円
、
１２
．６
％
の
大

幅
な
減
額
予
算
と
な
り
ま
し
た
。�

　
そ
の
主
な
要
因
と
は
、
４
月
か
ら
施
行

さ
れ
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
影
響
に

よ
る
も
の
で
、
今
ま
で
市
が
運
営
主
体
で

あ
っ
た
老
人
保
健
特
別
会
計
か
ら
、
愛
媛

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
運
営
主

体
の
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
へ
と
移

行
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。�

　
平
成
２０
年
度
の
市
政
運
営
の
基
本
方

針
は
、
引
き
続
き
、
東
温
市
総
合
計
画

の
将
来
像
、
「
い
の
ち
輝
き
　
緑
あ
ふ
れ

る
　
東
温
市
」
実
現
の
た
め
、
す
べ
て
の

分
野
に
わ
た
っ
て
「
環
境
と
健
康
の
重
視
」

「
東
温
ら
し
さ
の
創
造
と
発
信
」
「
協

働
体
制
と
自
立
力
の
強
化
」
の
３
つ
を

基
本
原
則
と
し
、
緑
あ
ふ
れ
る
自
然
の

中
で
、
子
ど
も
も
高
齢
者
も
、
住
む
人

も
訪
れ
る
人
も
、
産
業
も
文
化
も
、
本

市
の
す
べ
て
の
„
い
の
ち
“
が
常
に
い

き
い
き
と
輝
い
て
い
る
こ
と
を
実
感
で

き
る
ま
ち
の
実
現
を
目
指
し
、
市
政
を

推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。�

　
私
は
、
東
温
市
長
と
し
て
、「
新
し
い

ま
ち
・
東
温
市
」
建
設
に
向
け
、
こ
の

３
年
５
か
月
、
全
身
全
霊
で
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま
し
た
。�

　
本
市
の
骨
格
が
固
ま
り
つ
つ
あ
る
中
、

現
下
の
社
会
情
勢
や
本
市
の
将
来
を
見

据
え
な
が
ら
、
市
民
の
ニ
ー
ズ
を
的
確

に
捉
え
、
本
市
の
持
て
る
限
り
な
い
力

を
最
大
限
に
引
き
出
し
て
い
く
た
め
、常

に
「
攻
め
」
の
姿
勢
で
ま
ち
づ
く
り
を

リ
ー
ド
し
、
職
員
と
と
も
に
一
丸
と
な

っ
て
「
い
の
ち
輝
き
　
緑
あ
ふ
れ
る
　

東
温
市
」
の
実
現
に
向
け
、
全
力
を
尽

く
し
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
心
か
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す
。�

特集　所信表明と予算�

一般会計 歳入歳出予算の内訳�

会 計 別 予 算 の 状 況 �
（単位：千円、％）�

11,130,000�

3,242,318�

456,161�

340,591�

2,925,256�

215,090�

1,498�

149,402�

1,016,124�

8,346,440�

2,648,506�

2,648,506�

22,124,946

会　計　別 � 平成２０年度�
当初予算額（A）�

平成１９年度�
当初予算額（B）�

比　　較�
（A）-（B）�

一 般 会 計  

合　　　計�

国民健康保険�

老 人 保 健 �

後期高齢者医療�

介 護 保 険 �

ふるさと交流館�

簡 易 水 道 �

農業集落排水�

公 共 下 水 道 �

計�

水道事業会計�

計�

11,430,000�

3,347,408�

3,674,303�

0�

2,764,078�

226,011�

1,511�

147,333�

1,115,607�

11,276,251�

2,603,097�

2,603,097�

25,309,348

(△2.6)�
△ 300,000�

(△3.1)�
△ 105,090�
(△87.6)�

△ 3,218,142�
皆増�

340,591�
(5.8)�

161,178�
(△4.8)�

△ 10,921�
(△0.9)�
△ 13�
(1.4)�
2,069�
(△8.9)�

△ 99,483�
(△26.0)�

△ 2,929,811�
(1.7)�

45,409�
(1.7)�

45,409�
(△12.6)�

△ 3,184,402

特
　
　
別
　
　
会
　
　
計�

企
業
会
計�
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��

１. 

地
球
と
共
生
す
る
快
適
環
境
の
ま
ち�

　
自
治
体
の
特
色
を
生
か
し
た
先
進
的
な
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
頑
張
る
地
方
応
援
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
に
政
策
応
募
し
た
「
東
温
市
環
の
ま
ち

づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
よ
り
環
境
に
や

さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。�

　
ま
た
、「
環
境
先
進
地
・
東
温
」
の
総
合

的
推
進
を
図
る
た
め
、「
地
域
省
エ
ネ
ル
ギ

ー
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
策
定
し
、
市
民
・
民
間
・

行
政
が
一
体
と
な
っ
て
、
環
境
へ
の
負
荷
の

軽
減
に
取
り
組
み
ま
す
。�

�

２. 

み
ん
な
が
元
気
に
な
る
健
康
福
祉
の
ま
ち�

　
健
康
福
祉
に
対
す
る
市
民
意
識
の
一
層
の

高
ま
り
や
今
後
の
少
子
高
齢
化
の
急
速
な
進

行
に
伴
う
保
健
・
医
療
・
福
祉
ニ
ー
ズ
の
増

大
・
多
様
化
へ
の
対
応
に
向
け
、
す
べ
て
の

市
民
が
明
る
く
健
康
的
な
生
活
を
送
れ
る
よ

う
、
高
齢
者
福
祉
、
障
害
者
福
祉
、
児
童
福

祉
の
充
実
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
保
健
や
医

療
と
の
連
携
に
よ
り
、
効
果
的
な
施
策
の
展

開
を
図
り
ま
す
。�

�

３. 

心
豊
か
に
学
び
あ
う
文
化
創
造
の
ま
ち�

　
社
会
的
な
問
題
で
あ
る
児
童
生
徒
を
犯
罪

か
ら
守
る
た
め
の
対
策
と
し
て
、
登
下
校
通

知
シ
ス
テ
ム
を
市
内
全
小
学
に
整
備
し
、
学

校
施
設
の
耐
震
補
強
改
造
工
事
の
早
期
整
備

で
子
ど
も
た
ち
の
安
全
確
保
を
図
り
ま
す
。�

　
ま
た
、
中
央
公
民
館
を
は
じ
め
と
す
る
公

共
施
設
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
観
る
人

に
夢
と
感
動
を
与
え
る
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
劇
場
」

と
連
携
し
、
創
造
力
豊
か
な
市
民
文
化
の
形

成
を
推
進
し
ま
す
。�

　
６
つ
の
主
要
な
政
策
目
標�

　いわがらこども館管理運営費       11,283�
　食育推進計画策定事業       2,772�
　母子各種健康診査事業       17,899�
　乳幼児健康支援デイサービス事業       5,056�
○乳幼児医療費助成       71,383�
６　社会保障の充実        �
　生活保護費       307,463�
　国民健康保険事業[特別会計] 3,242,318�
         �　政策目標３　心豊かに学びあう文化創造のまち      �

 １　生涯学習社会の確立         �
　公民館活動費  3,423�
　分館活動事業助成       3,600�
　図書館図書購入       6,500�
２　学校教育の充実         �
　特別支援教育事業       23,803�
　小学校施設改修事業       15,038�
　中学校施設改修事業       33,951�
○幼稚園施設改修事業       43,565�
３　青少年の健全育成         �
　青少年補導費       8,692�
４　芸術・文化の振興         �
　文化財保護事業       15,621�
５　生涯スポーツの振興         �
　各種スポーツ大会開催事業       3,215�
　市民大運動会開催事業       4,143�
６　国際化への対応と多様な交流活動の促進         �
　国際交流団体助成       400�
         �　政策目標４　創造性と活力に満ちた元気産業のまち      �

１　農業の振興        �
　中山間地域直接支払事業       94,218�
　県単独土地改良事業助成       21,612�
　市単独土地改良事業助成       22,000�
　農林漁業資金元利償還金助成       18,319�
　県営土地改良事業負担金（ため池整備事業） 10,500�
◎農林振興総合整備実施計画策定事業       2,700�
◎国営基幹水利施設ストックマネジメント事業 2,051�
　道後平野土地改良区負担金       14,165�
　農地・水・環境保全向上対策事業       29,046�
　樋口地区元気な地域づくり交付金事業       120,394�
　井内上地区元気な地域づくり交付金事業       20,056�
　東温ブランド推進事業       1,240�
　農林畜産物ブランド化チャレンジ支援事業       1,116�
２　林業の振興         �
　有害鳥獣捕獲事業       2,500�
　林道改良事業       7,550�

　市単独林道改良事業助成       10,000�
３　商業の振興         �
　商工会助成       12,150�
　産業まつり開催事業助成       1,250�
４　工業の振興         �
　中小企業販路拡大支援事業       1,008�
○中小企業振興資金預託       30,000�
　中小企業振興資金等利子補給       2,247�
５　観光・レクリエーションの振興         �
　観光施設管理費       4,125�
　観光協会助成       3,900�
　ふるさと交流館運営[特別会計] 215,090�
         �　政策目標５　自然と調和する快適な都市基盤のまち      �

１　調和のとれた土地利用の推進         �
　国土調査事業       70,687�
２　魅力ある市街地の整備         �
　志津川土地区画整理事業       1,132�
３　住宅・宅地の整備         �
　地域住宅交付金事業       38,011�
４　道路・交通網の整備         �
　生活交通バス路線運行助成       15,000�
　道路橋梁維持補修事業       178,406�
◎道路橋長寿命化事業       5,000�
　道路新設改良事業       19,091�
　道路改良事業助成       7,200�
　地方特定道路整備事業       80,400�
５　情報化の推進         �
　情報系システム運用管理費       32,774�
　基幹系システム運用管理費       35,478�
　地域イントラネット運用管理費       13,855�
         �   政策目標６　みんなでつくる協働・自立のまち      �

１　人権尊重のまちづくりの推進         �
  人権対策関連       7,669�
２　男女共同参画社会の推進         �
　男女共同参画事業       204�
３　地域コミュニティの育成         �
　コミュニティ活動推進事業       42,317�
　コミュニティ施設整備助成       3,329�
　滑川生活改善センター改修事業       6,266�
４　市民と行政との協働のまちづくりの推進         �
　広報事業       7,145�
　公聴事業       4,709�
５　自立した自治体経営の推進         �
　行政評価システム構築事業       2,835



４. 
創
造
性
と
活
力
に
満
ち
た
元
気
産
業
の
ま
ち�

　
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
依
然
と
し
て
厳

し
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
が
、
生
産
者
、

関
係
機
関
・
団
体
、
行
政
が
よ
り
一
層
連
携

を
強
化
し
、
農
業
生
産
基
盤
の
充
実
を
図
り

ま
す
。�

　
ま
た
、
産
業
振
興
会
議
を
機
軸
に
、
商
工

会
と
も
連
携
し
な
が
ら
、
地
域
の
資
源
を
活

か
し
た
個
性
あ
る
農
林
畜
産
物
加
工
品
を
創

出
す
る
個
人
や
事
業
者
を
支
援
し
、
農
林
畜

産
物
の
「
東
温
ブ
ラ
ン
ド
」
や
、
全
国
へ
発

信
す
る
「
地
産
智
商
」
運
動
を
進
め
ま
す
。�

�

５. 

自
然
と
調
和
す
る
快
適
な
都
市
基
盤
の
ま
ち�

　
今
後
も
予
想
さ
れ
る
人
口
増
加
に
対
応
し
、

快
適
な
住
環
境
形
成
の
た
め
に
必
要
不
可
欠

な
、
志
津
川
地
区
区
画
整
理
事
業
や
市
営
住

宅
の
改
修
工
事
、
道
路
整
備
な
ど
の
都
市
基

盤
整
備
を
一
体
的
に
推
進
し
、
よ
り
多
く
の

人
々
が
集
ま
る
交
流
拠
点
的
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
ま
す
。�

�

６. 

み
ん
な
で
つ
く
る
協
働
・
自
立
の
ま
ち�

　
産
・
学
・
官
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
締
結
し
た
「
愛
媛
大
学
と
東
温
市

の
連
携
に
関
す
る
協
定
書
」
に
基
づ
き
、
本

市
の
重
要
課
題
に
つ
い
て
、
愛
媛
大
学
の

教
育
研
究
資
源
や
人
材
を
活
用
し
、
個
性

豊
か
で
い
き
い
き
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
ま
す
。�

　
ま
た
、
住
民
自
治
に
基
づ
く
市
民
と
行

政
と
の
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を
積
極
的
に

促
進
し
ま
す
。�

�
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特集　所信表明と予算�

平成20年度 当初予算の主な内容� ◎は新規事業　○は大幅増額事業  （単位：千円）�

�
　政策目標１　地球と共生する快適環境のまち�

１　環境施策の総合的推進 �
◎省エネ推進事業 8,201�
　エコ・キッズ支援事業 2,755�
　太陽光発電・太陽熱高度利用システム設置助成 4,080�
２　公園・緑地・水辺の整備        �
　公園管理費       72,192�
３　上水道等の整備�
　重信地区統合簡易水道事業[企業会計] 942,221�
○川内地区統合簡易水道事業[企業会計]  725,286�
　簡易水道事業[特別会計]  1,498�
４　下水道等の整備        �
　合併処理浄化槽設置助成 29,476�
　公共下水道事業[特別会計]  1,016,124�
　集落排水事業[特別会計] 149,402�
５　ごみ処理等環境衛生対策の充実  �
○火葬場管理運営費       58,690�
　ごみ収集事業       209,500�
　松山衛生事務組合負担金       81,898�
　清掃施設管理運営費       81,452�
　クリーンセンター事業       57,394�
６　消防・防災体制の充実         �
　常備消防費（救急含む）       37,564�
　小型動力ポンプ積載車購入       4,735�
　小型動力ポンプ購入       4,354�
　消防ホース格納箱設置事業       3,208�
　防火水槽新設事業       6,130�
　消火栓新設改良事業       27,786�
　防災訓練関連事業       1,051�
　自主防災組織育成事業       2,320�
　防災行政無線周波数統合事業       8,298�
７　交通安全・防犯体制の充実�
　交通安全対策事業       5,758�
　交通安全施設整備事業       9,559�
◎高齢者世帯交通安全指導事業       2,019�
　防犯対策事業       4,926�
○登下校通知システム関係       5,173�
         �   政策目標２　みんなが元気になる健康福祉のまち      �

１　生涯健康づくりの推進    �
  松山医療圏病院群輪番制事業       2,112�
  松山医療圏小児救急医療支援事業       9,005�
  市在宅当番医制事業       1,673�
  健康教育事業       13,849�

　健康診査・がん検診事業       91,738�
　各種予防接種事業       43,035�
２　地域福祉体制づくりの推進�
　民生委員費       10,485�
　社会福祉協議会活動助成       49,136�
３　高齢者施策の充実        �
　長寿祝金支給事業       12,222�
　地区敬老会事業助成       13,800�
　老人クラブ活動支援助成       6,235�
　シルバー人材センター運営助成       3,610�
　老人保護措置事業       21,128�
　在宅寝たきり老人等介護手当支給事業       6,300�
　緊急通報体制整備事業       4,490�
　老人福祉関係事務組合負担金       15,774�
　特別養護老人ホーム建設助成       28,414�
◎後期高齢者医療[特別会計] 340,591�
　介護保険事業[特別会計] 2,925,256�
　老人保健事業[特別会計] 456,161�
４　障害者施策の充実        �
　心身扶養共済事業       14,338�
　特別障害者手当支給事業       17,430�
　障害者タクシー利用助成       2,764�
　日常生活用具費支給事業       7,020�
　相談支援事業       9,363�
　移動支援事業       6,437�
　日中一時支援事業       11,100�
　介護給付費       220,166�
　訓練等給付費       46,887�
　更生医療給付費       10,228�
　補装具費支給事業       7,716�
○障害者自立支援特別対策事業       17,868�
◎障害者福祉計画策定事業       1,708�
５　子育て支援の充実�
　放課後児童指導事業（学童クラブ） 37,242�
　ファミリーサポートセンターとうおん運営事業 3,275�
　児童扶養手当       118,334�
　認可外保育施設運営助成       2,390�
　認可外保育施設児童育成支援事業       5,655�
　児童手当       230,778�
◎こんにちは赤ちゃん事業       3,645�
　母子・父子家庭医療費助成       27,472�
　保育所運営管理費       237,510�
　保育所体験特別事業       3,825�
◎一時保育事業       4,261�
　地域子育て支援センター運営費       6,717�
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最
近
、
よ
く
聞
く
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
と

い
う
言
葉
。
何
と
な
く
わ
か
っ
て
い
る

よ
う
な
気
は
す
る
け
ど
、
具
体
的
に
は

ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。�

　
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
と
は
、
一
言
で
言
う

と
燃
料
を
無
駄
に
し
な
い
自
動
車
の
使

い
方
の
こ
と
で
す
。�

　
こ
の
冬
は
ガ
ソ
リ
ン
代
や
灯
油
代
が

高
騰
し
、
家
計
に
も
大
き
な
打
撃
と
な

り
ま
し
た
。�

　
ガ
ソ
リ
ン
な
ど
の
石
油
燃
料
の
使
用

に
よ
っ
て
排
出
さ
れ
る
二
酸
化
炭
素
は
、

地
球
温
暖
化
の
最
大
の
原
因
と
さ
れ
て

お
り
、
地
球
環
境
の
こ
と
を
考
え
る
と
、

ガ
ソ
リ
ン
や
灯
油
な
ど
の
化
石
燃
料
を

使
わ
な
い
生
活
へ
の
転
換
が
好
ま
し
い

と
い
え
ま
す
。�

　
し
か
し
、
今
、
私
た
ち
の
生
活
か
ら

車
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
公
共
交
通
機

関
が
網
羅
さ
れ
て
い
な
い
現
状
を
考
え

る
と
困
難
で
す
。�

　
生
活
す
る
う
え
で
自
動
車
が
欠
か
せ

な
い
こ
と
は
事
実
で
す
が
、
運
転
す
る

と
き
の
ち
ょ
っ
と
し
た
心
構
え
を
変
え

る
こ
と
で
簡
単
に
実
践
で
き
る
エ
コ
ド

ラ
イ
ブ
が
、
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
削
減
の
有

効
な
対
策
と
な
り
ま
す
。�

　
も
し
、
自
動
車
を
運
転
す
る
一
人
ひ

と
り
の
方
が
、
環
境
に
や
さ
し
い
エ
コ

ド
ラ
イ
ブ
を
日
常
的
に
実
践
す
れ
ば
、

燃
費
が
向
上
し
、
排
出
ガ
ス
を
減
ら
す

こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
自
動
車

の
燃
料
代
も
節
約
で
き
ま
す
。�

　
地
球
に
も
、
財
布
に
も
や
さ
し
い
エ

コ
ド
ラ
イ
ブ
を
あ
な
た
も
実
践
し
て
み

ま
せ
ん
か
。�

��

　
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
　
の
す
す
め�

�

①
ふ
ん
わ
り
ア
ク
セ
ル
ｅ
ス
タ
ー
ト
　

　
普
通
の
発
進
よ
り
少
し
緩
や
か
に
発

進
す
る
だ
け
で
１１
％
程
度
燃
費
が
改
善

し
ま
す
。�

　
や
さ
し
い
ア
ク
セ
ル
操
作
は
安
全
運

転
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
時
間
に
余
裕

を
持
っ
て
、
ゆ
っ
た
り
し
た
気
分
で
運

転
し
ま
し
ょ
う
。�

②
加
減
速
の
少
な
い
運
転�

　
車
間
距
離
に
余
裕
を
も
つ
こ
と
が
大

切
で
す
。
車
間
距
離
を
詰
め
た
り
、
速

度
に
ム
ラ
の
あ
る
走
り
方
を
す
る
と
、

加
減
速
の
機
会
も
多
く
な
り
、
そ
の
分

市
街
地
で
２
％
程
度
、
郊
外
で
６
％
程

度
燃
費
が
悪
化
し
ま
す
。�

　
ま
た
、
同
じ
速
度
で
あ
れ
ば
、
高
め

の
ギ
ア
で
走
行
す
る
方
が
燃
費
が
よ
く

な
り
ま
す
。
交
通
の
状
況
に
応
じ
、
で

き
る
だ
け
速
度
変
化
の
少
な
い
安
全
な

運
転
を
し
ま
し
ょ
う
。�

③
早
め
の
ア
ク
セ
ル
オ
フ�

　
エ
ン
ジ
ン
ブ
レ
ー
キ
を
使
う
と
、
燃

料
の
供
給
が
停
止
さ
れ
る
の
で
、
２
％

程
度
燃
費
が
改
善
さ
れ
ま
す
。
停
止
位

置
が
わ
か
っ
た
ら
、
早
め
に
ア
ク
セ
ル

か
ら
足
を
離
し
て
、
エ
ン
ジ
ン
ブ
レ
ー

キ
で
減
速
し
ま
し
ょ
う
。�

�������

④
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ�

　
１０
分
間
の
ア
イ
ド
リ
ン
グ
の
場
合
で
、

１
３
０
cc
程
度
の
燃
料
を
浪
費
し
ま
す
。

待
ち
合
わ
せ
や
荷
物
の
積
み
下
ろ
し
の

た
め
の
駐
停
車
の
場
合
に
は
ア
イ
ド
リ

ン
グ
を
止
め
ま
し
ょ
う
。�

⑤
暖
機
運
転
は
適
切
に�

　
現
在
販
売
さ
れ
て
い
る
ガ
ソ
リ
ン
乗

用
車
に
お
い
て
は
暖
機
不
要
で
す
。
寒

冷
地
な
ど
特
別
な
状
況
を
除
き
、
走
り

な
が
ら
暖
め
る
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
走
行

で
充
分
で
す
。
暖
機
す
る
こ
と
で
走
行

時
の
燃
費
は
改
善
し
ま
す
が
、
５
分
間

暖
気
す
る
と
１
６
０
cc
程
度
の
燃
料
を

浪
費
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
全

体
の
燃
料
消
費
量
は
増
加
し
ま
す
。�

１０�

生活環境課 新エネ推進室から�

くわしくは 生活環境課内 新エネ推進室
（　964-4415）までお問い合せください。�



広報とうおん3月号　特集記事�
「約束の年の始まりへ エコ・キッズたちの誓い」�

お詫びと訂正について�
�
　広報とうおん3月号で掲載した写真の一部及
び掲載文について訂正箇所がありました。東温
市エコ・キッズ、関係保護者の皆さまに謹んでお
詫び申し上げるとともに訂正させていただきます。�
その１　�
 2ページ「約束の年」の始まりにも関わらず、日
本のCO2排出量は減るどころか、80％も増えて
います。【誤80％→正8％】　�
その２�
　3ページ「写真①川上小学校」で掲載の写真①
は南吉井小学校の発表です。�
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⑥
道
路
交
通
情
報
の
活
用�

　
１
時
間
の
ド
ラ
イ
ブ
で
、
道
に
迷
っ

て
１０
分
余
計
に
走
行
す
る
と
、
１４
％
程

度
の
燃
費
悪
化
に
相
当
し
ま
す
。
地
図

や
カ
ー
ナ
ビ
等
を
利
用
し
て
、
行
き
先

及
び
走
行
ル
ー
ト
を
あ
ら
か
じ
め
計
画
・

準
備
を
し
ま
し
ょ
う
。�

⑦
不
要
な
荷
物
は
積
ま
ず
に
走
行
　
　

　
１
０
０
kg
の
不
要
な
荷
物
を
載
せ
て

走
る
と
、
３
％
程
度
燃
費
が
悪
化
し
ま

す
。
車
の
燃
費
は
荷
物
の
重
さ
に
敏
感

で
す
。
運
ぶ
必
要
の
な
い
も
の
は
車
か

ら
降
ろ
し
ま
し
ょ
う
。�

⑧
タ
イ
ヤ
の
空
気
圧
を
チ
ェ
ッ
ク�

　
タ
イ
ヤ
の
空
気
圧
が
適
正
値
よ
り
不

足
し
た
場
合
、
市
街
地
で
２
％
程
度
、

郊
外
で
４
％
程
度
、
そ
れ
ぞ
れ
燃
費
が

悪
化
し
ま
す
。
ま
た
、
安
全
運
転
の
た

め
に
も
定
期
的
な
点
検
は
必
要
で
す
。�

�������

⑨
エ
ア
コ
ン
の
使
用
を
控
え
め
に
　
　

　
気
象
条
件
に
応
じ
て
、
こ
ま
め
に
適

度
・
風
量
の
調
整
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

特
に
夏
場
に
設
定
温
度
を
下
げ
す
ぎ
な

い
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。�

⑩
駐
車
場
に
注
意�

　
交
通
の
妨
げ
に
な
る
場
所
で
の
駐
車

は
、
交
通
渋
滞
を
も
た
ら
し
余
分
な
排

出
ガ
ス
を
出
さ
せ
る
原
因
と
な
り
ま
す
。�

平
均
車
速
が
時
速
４０�
km
か
ら
時
速
２０�
km

に
落
ち
る
と
、
３．１
％
程
度
の
燃
費
悪
化

に
相
当
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。�

小さな子どものためのお散歩会�
「とことこクラブ」の参加者を募集します！�
　東温市では、地域の自然環境への愛着を深め、自
然環境保全への意識を高めることを目的として、就
園前の幼児とお母さんを対象に、自然観察会「とこ
とこクラブ」を開催しています。普段は身近にあっ
てもあまり意識することのない「自然」を、親子で一
緒に楽しんで体験してみませんか。�
�
■平成２０年度　第１回とことこクラブ�
　日　時：５月７日（水）　１０：３０～１１：３０�
　※雨天は室内で木のおもちゃを使った活動をします。�
　集合場所：緑化センター２階研修室�
　参 加 費：無料�
　持ちもの：お茶、おしぼり：タオルなど�
服 　 装：帽子、長袖、長ズボンで。サンダルも避
　　　   　けてください。�
申 　 込：必要ありません。当日直接現地にお出か
　　　   　けください。�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
太陽光発電システム�
太陽熱高度利用の一般家庭への導入を補助します！�
　東温市では、環境への負荷が少ないエネルギー「新
エネルギー」の一般家庭への導入を支援するための、
地球温暖化対策機器設置費補助金制度を設けています。�
　�
■補助対象となるシステム（補助金額）�
・太陽光発電システム（１キロワット４万円４キロ
　ワットまで）�
・太陽熱高度利用システム（一律４万円）�

■補助条件�
・自ら居住する市内の住宅に設置すること�
・未使用であること�
・電力会社と電力供給契約書を締結していること ※�
・市税を滞納していないこと�
・一世帯につき、いずれか１回に限る�
※は太陽光発電システムのみ�

生活環境課 新エネ推進室から�生活環境課 新エネ推進室から�

くわしくは 生活環境課内生活環境課内 新エネ推進室新エネ推進室
（　（　964-4415964-4415）までお問いでお問い合せ合せくださいださい。�
くわしくは 生活環境課内 新エネ推進室
（　964-4415）までお問い合せください。�
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平
成
２０
年
度
の
犬
の
登
録
と
狂
犬

病
予
防
集
合
注
射
を
、
次
の
日
程
で

実
施
し
ま
す
。
生
後
９０
日
を
経
過
し

た
犬
は
、
生
涯
一
度
の
登
録
と
、
毎

年
一
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
を
必
ず

受
け
て
く
だ
さ
い
。�

　
市
に
登
録
し
て
い
る
犬
で
あ
れ
ば
、

ど
の
地
区
で
も
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
�

�■
料
　
金
�

・
注
射
料
…
２
，８
５
０
円
�

・
新
規
登
録
料
…
３
，０
０
０
円
�

※
つ
り
銭
の
い
ら
な
い
よ
う
ご
準
備

く
だ
さ
い
。
�

■
必
要
な
も
の
…
注
射
受
付
票
�

※
登
録
者
の
方
に
送
付
し
ま
す
。
�

　
登
録
し
た
犬
が
死
亡
し
た
時
、
ま

た
は
犬
の
飼
い
主
・
所
在
地
が
変
更

し
た
場
合
は
生
活
環
境
課
ま
で
届
け

出
て
く
だ
さ
い
。�

　
集
合
注
射
は
年
に
１
回
行
っ
て

い
ま
す
。
実
施
期
間
内
に
注
射
を

受
け
ら
れ
な
い
方
は
、
最
寄
り
の
動

物
病
院
で
必
ず
受
け
て
く
だ
さ
い
。
�

　
注
射
済
票
の
交
付
手
続
き
を
し
て

い
な
い
病
院
で
実
施
し
た
場
合
は
、

狂
犬
病
予
防
注
射
済
証
（
証
明
書
）

を
病
院
か
ら
受
け
取
っ
て
必
ず
生
活

環
境
課
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。�

�

いわがらこども館�
TEL960－5003　FAX964－3216

m2�

犬の登録と�
狂犬病予防集合注射について�

井　内 大平集会所�

　〃 川東集会所�

　〃 井内西集会所�

　〃 井内公民館　　�

則之内 西谷小学校前　　�

　〃 和田丸集会所　　　

南　方 天神集会所�

北　方 東中村集会所　　　�

　〃 北方東公民館�

　〃 上海上旧バス停　　

　〃 下海上集会所　　　

　〃 西古市集会所�

松瀬川 横灘団地集会所　　

則之内 えひめ中央農協三内支所�

吉　久 吉久集会所　　　　�

南　方 北八幡集会所�

　〃 茶堂集会所�

　〃 西中村集会所　　　

　〃 松山市農協川上支所�

山之内 山之内公民館    �

　〃 荒木谷集会所�

　〃 除ヶバス停�

　〃 井口公民館�

樋　口 樋口集会所�

横河原 二本松（横河原駅北）   �

　〃 愛媛病院入口�

志津川 旧重信町役場東駐車場�

見奈良 見奈良公民館�

横河原 横河原公民館（水天宮内）  �

�

４月１７日（木）�

４月１８日（金）�

４月２２日（火）�

４月２３日（水）�

場　　所�
９：３５～ ９：４０

９：５０～１０：００�

１０：１０～１０：１５�

１０：２５～１０：３０�

１０：４０～１０：５５�

１１：０５～１１：２５�

１１：３５～１１：５５�

１３：００～１３：１０�

１３：１５～１３：５０�

１３：５５～１４：００�

１４：０５～１４：１５�

１４：２０～１４：３０�

９：２０～ ９：５０�

１０：００～１１：００�

１１：１０～１１：３０�

１１：４０～１１：５５�

１３：００～１３：２０�

１３：３０～１３：４０�

１３：５０～１４：３０�

９：２０～ ９：２５�

９：３５～ ９：４５�

９：５５～１０：０５�

１０：１０～１０：４０�

１０：５０～１１：３０�

１１：４０～１１：５５�

１３：００～１３：１０�

１３：１５～１３：５５�

１４：００～１４：３０�

９：１５～ ９：４０�

�

時　　間�月　　日�
志津川 志津川公民館�

　〃 八反地集会所�

西　岡 西岡集会所�

　〃 池ノ下集会所�

牛　渕 堀池集会所�

　〃 牛渕集会所�

上　林 湧水集会所�

　〃 中筋集会所�

　〃 皿ヶ嶺登山口バス停�

　〃 上林公民館（上林小前）�

　〃 花山集会所�

　〃 二ノ瀬集会所�

下　林 八幡集会所　　　�

　〃 助兼集会所　　　　�

　〃 伽藍集会所�

　〃 別府集会所�

　〃 仙幸寺集会所�

　〃 宮ノ段集会所�

上　村 上ノ段ポンプ蔵置所前�

　〃 上村集会所　　　　

田　窪 田窪団地集会所　�

　〃 田窪公民館�

南野田 南野田公民館�

　〃 出作集会所�

北野田 新村集会所　�

　〃 北野田公民館�

野　田 野田集会所（ゆるぎ公園内）�

西　岡 播磨台団地集会所�

見奈良 市役所隣接西駐車場�

４月２３日（水）�

４月２４日（木）�

４月２５日（金）�

場　　所�
９：５０～１０：３０�

１０：４０～１１：２０�

１１：３０～１１：５０�

１３：００～１３：２０�

１３：３０～１３：４５�

１３：５５～１４：３０�

９：１５～ ９：２５�

９：３５～ ９：４５�

９：５５～１０：００�

１０：１０～１０：２０�

１０：２５～１０：３５�

１０：４５～１０：５５�

１１：０５～１１：２０�

１１：３０～１１：４５�

１１：５０～１２：００�

１３：００～１３：１０�

１３：１５～１３：２５�

１３：３５～１３：５０�

１３：５５～１４：１０�

１４：１５～１４：３０�

９：１０～ ９：５０�

１０：００～１０：４０�

１０：５０～１１：０５�

１１：１０～１１：１５�

１１：２０～１１：３５�

１１：４５～１１：５５�

１３：００～１３：３０�

１３：４０～１４：００�

１４：１０～１４：３０�

時　　間�月　　日�
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●
犬
の
放
し
飼
い
や
長
時
間
の
鳴
き

声
、散
歩
中
の
フ
ン
の
不
始
末
は

大
変
迷
惑
し
ま
す
。
散
歩
を
す
る

と
き
は
引
き
綱
を
付
け
て
、
フ
ン

入
れ
袋
を
持
っ
て
出
掛
け
、
飼
い

主
の
責
任
で
持
ち
帰
り
、処
理
し

ま
し
ょ
う
。
�

●
野
犬
を
保
護
し
た
場
合
や
飼
い
犬

が
行
方
不
明
に
な
っ
た
場
合
は
生

活
環
境
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。�

●
飼
い
続
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合

は
、自
分
で
新
し
い
飼
い
主
を
探

し
ま
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
も
や
む

を
得
な
い
場
合
は
、
毎
週
木
曜
日

午
前
９
時
に
市
役
所
生
活
環
境
課

ま
た
は
川
内
健
康
セ
ン
タ
ー
に
お

連
れ
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
犬
猫

の
み
に
限
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
�

●
狂
犬
病
は
、
犬
だ
け
の
病
気
で
は

な
く
、人
を
含
め
た
す
べ
て
の
哺

乳
類
・
鳥
類
に
感
染
し
ま
す
。
発

症
す
る
と
治
療
方
法
が
な
く
、
悲

惨
な
神
経
症
状
を
示
し
て
１
０
０

％
死
亡
す
る
極
め
て
危
険
な
ウ
イ

ル
ス
性
の
人
畜
共
通
感
染
症
で
す
。

日
本
で
は
昭
和
３２
年
以
降
発
生

し
た
ケ
ー
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

近
辺
の
国
々
で
は
多
く
発
生
し
て

い
ま
す
。
い
ざ
と
い
う
時
に
人
の

命
、
そ
し
て
愛
犬
の
命
を
守
れ
る

よ
う
に
、
狂
犬
病
の
予
防
注
射
は

毎
年
き
ち
ん
と
受
け
さ
せ
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
�

�■
問
い
合
せ
先
�

　
市
役
所
　
生
活
環
境
課
�

　（
　
９
６
４
・
４
４
１
５
）
�

　いわがらこども館では、子どもたちが日
常活動や行事に参加したり、仲間たちや個
人で自主的、自発的に児童館を利用するな
かで、健やかな成長を手助けしています。�
�
　小学生クラブ�
　5月から来年2月まで、小学生を対象とし
た「小学生クラブ」を開設します。参加を
希望する場合は、事前に登録が必要です。
4月20日（日）までに、いわがらこども館で
手続を行ってください。��
実施時間：13時30分～15時頃まで�
実施場所：いわがらこども館内�
対　　象：市内の小学生�

　幼児教室【こあらクラブ】�
　5月から来年2月まで未就園児と保護者を
対象とした「こあらクラブ」を開設します。
参加は、自由参加ですが、内容によっては
申込、材料費が必要となります。��
実 施 日：毎月第2・第4金曜日�
　　 　　（夏休み・冬休み期間を除く）�
実施時間：10時30分～11時30分�
実施内容：集団遊び、工作など�
実施場所：いわがらこども館内�
対　　象：未就園児と保護者��
　おはなし会�
実 施 日：毎月第1・第3水曜日�
実施時間：11時から30分程度�
実施内容：絵本の読み聞かせ�
実施場所：いわがらこども館　図書室�
対　　象：未就園児と保護者�
�

いわがらこども館�
TEL960－5003　FAX964－3216
いわがらこども館�
TEL960－5003　FAX964－3216

実　施　日�
５月１７日（土）�
６月２１日（土）�
７月１９日（土）�
８月２３日（土）�
９月２０日（土）�
１０月２５日（土）�
１１月１５日（土）�
１２月２０日（土）�
１月１７日（土）�
２月２１日（土）�

内　　　　容�
レクリエーション�
料　　理�
工作（手芸）�
料　　理�

工作（針金細工）�
工作（折り紙）�
工作（針金細工）�
料　　理�
工作（手芸）�

レクリエーション�

●　犬の登録・狂犬病予防集合注射日程表　●�

明　河 海上バス停    �

滑　川 生活改善センター�

　〃 郷入口�

河之内 土谷公民館�

　〃 土谷礼場�

南　方 川内支所駐車場    �

　〃 高木集会所�

北　方 町西公民館�

南　方 上砂集会所�

　〃 南方東集会所�

　〃 板戸集会所�

　〃 向井川橋南�

河之内 日浦集会所　�

　〃 奥問屋ごみ集積場前�

　〃 白猪滝口バス停  �

　〃 狩場バス停�

　〃 河之内公民館�

　〃 下音田ごみ集積場前�

則之内 東谷小学校前�

　〃 則之内集会所�

　〃 永野集会所�

松瀬川 三軒屋河崎橋南�

　〃 三軒屋上バス停�

　〃 奥松瀬川公民館　　�

　〃 五柱神社前�

　〃 川筋木炭庫前�

　〃 前松瀬川公民館　　

　〃 西組青年会館�

４月１５日（火）�

４月１６日（水）�

場　　所�
９：４０～ ９：４５�

９：５５～１０：０５�

１０：１０～１０：１５�

１０：２５～１０：３５�

１０：４０～１０：４５�

１１：００～１１：４０�

１１：４５～１１：５５�

１３：００～１３：２０�

１３：２５～１３：３５�

１３：４５～１４：００�

１４：０５～１４：１５�

１４：２０～１４：３０�

９：３０～ ９：３５�

９：４５～ ９：５０�

９：５５～１０：００�

１０：０５～１０：１５�

１０：２０～１０：２５�

１０：３０～１０：４０�

１０：４５～１０：５５�

１１：００～１１：２０�

１１：３０～１１：４０�

１１：４５～１１：５５�

１３：００～１３：０５�

１３：１０～１３：２０�

１３：２５～１３：３０�

１３：３５～１３：４０�

１３：５５～１４：０５�

１４：１０～１４：３０�

�

時　　間�月　　日�
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脳
ト
レ
大
学
を
開
講
し
ま
す�

�

　
東
温
市
で
は
、
市
内
に
お
住

ま
い
の
６５
歳
以
上
の
方
を
対
象

と
し
た
『
脳
ト
レ
大
学
』
を
次

の
と
お
り
開
講
し
ま
す
。�

　
豊
富
な
経
験
を
持
つ
専
門
家

の
ア
イ
デ
ア
を
ぎ
っ
し
り
詰
め

込
ん
だ
、
濃
い
内
容
の
講
座
で

す
。
健
康
的
な
生
き
生
き
と
し

た
生
活
を
送
る
た
め
に
奮
っ
て

ご
参
加
く
だ
さ
い
。�

�

■
場
　
　
所�

中
央
公
民
館
と
川
内
公
民
館

の
２
か
所
で
行
い
ま
す
。�

■
期
　
　
間�

　
平
成
２０
年
６
月
〜
１２
月�

■
日
　
　
程�

　
毎
週
火
曜
日
と
金
曜
日�

※
各
教
室
と
も
５０
回
程
度
実
施

し
ま
す
。�

　
第
１
教
室
（
川
内
公
民
館
）�

１０
時
〜
１２
時
　�

　
第
２
教
室
（
中
央
公
民
館
）�

１０
時
〜
１２
時
　�

　
第
３
教
室
（
中
央
公
民
館
）�

１３
時
３０
分
〜
１５
時
３０
分�

※
教
室
の
開
催
時
間
は
変
更
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。�

■
対
　
　
象�

東
温
市
に
お
住
ま
い
の
６５
歳

以
上
の
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
な
い
方
で
あ
れ
ば
、
ど

な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け

ま
す
。�

■
定
　
　
員�

６０
名
（
各
教
室
と
も
２０
名
で

す
。
申
込
者
多
数
の
場
合
は

厳
正
な
る
抽
選
の
う
え
決
定

し
、
通
知
し
ま
す
）�

■
参
加
費
　�

　
１
回
　
２
０
０
円�

■
内
　
　
容�

今
、
話
題
の
脳
ト
レ
（
※
１
）

や
軽
い
身
体
運
動
、
栄
養
指

導
、
ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
、

芸
術
療
法
（
※
２
）
の
手
法

を
用
い
た
活
動
、
談
話
会
、

楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
、
そ
の
他
、

様
々
な
活
動
を
通
し
て
心
身

の
健
康
維
持
・
増
進
を
図
り

ま
す
。�

�（
※
１
）
脳
ト
レ�

脳
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
略
。
脳

を
イ
キ
イ
キ
さ
せ
る
た
め
に

は
、
適
度
な
運
動
や
脳
へ
の

刺
激
、
そ
し
て
何
よ
り
自
分

に
と
っ
て
楽
し
い
作
業
を
す

る
事
が
必
要
で
す
。
ま
ず
は
、

誰
で
も
す
ぐ
に
で
き
る
脳
ト

レ
体
操
で
、
脳
を
適
度
に
刺

激
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し

ま
し
ょ
う
。�

（
※
２
）
芸
術
療
法�

絵
画
や
音
楽
な
ど
の
芸
術
活

動
を
通
し
て
、
言
葉
に
で
き

な
い
心
の
奥
深
い
世
界
を
表

現
す
る
こ
と
で
、
心
身
の
健

康
を
図
る
手
法
で
す
。
別
名

ア
ー
ツ
セ
ラ
ピ
ー
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
歌
を
歌
っ
た
り
、

絵
画
を
楽
し
ん
だ
り
、
か
わ

い
い
小
物
を
作
っ
た
り
、
身

体
を
動
か
す
こ
と
な
ど
に
よ

っ
て
、
芸
術
療
法
を
学
ん
だ

ス
タ
ッ
フ
（
ア
ー
ツ
セ
ラ
ピ

ー
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）

が
皆
さ
ん
の
活
動
を
サ
ポ
ー

ト
し
ま
す
。�

例：一教室のタイムスケジュール�
（時間割等の詳細は、実際の内容と異なる場合があります）�
10:00　血圧測定�
10:15　脳トレ�
10:30　グループ活動（運動をしたり、歌を歌ったり、物作りをしたり･･･）�
　　　　～ 数多くのメニューを揃えますので、その中から選択してください ～�
11:30　リラックスムーブメント�
　　　　～ 活動させた心と身体をリラックスさせましょう ～�
11:50　血圧測定�
12:00　終了��
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊��
上記内容の他に、参加者の皆様のご希望に沿ったイベント�
（例えばカラオケ大会や遠足や忘年会や談話会なども取り入れ開催します）�

『脳トレ大学』の内容�『脳トレ大学』の内容�

6月～12月の半年間参加された方には修了証を付与します�

◆開講式：6月3日（火）14時から東温市中央公民館大ホールで行います。�
簡単な健康チェックをし、12月の修了式に向けて、各自が目標
を立て、いよいよスタートです。�

◆修了式：12月中旬に予定しています。修了証授与式と、健康チェックを
行い、各自が6月に立てた目標が達成できたか振り返ります。�

65歳からのこころとからだの健康相談　�

ボランティアスタッフの主な流れ�
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ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
を�

募
集
し
ま
す�

�

　『
脳
ト
レ
大
学
』
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
を
次
の
と
お

り
募
集
し
ま
す
。�

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
の

主
な
役
割
は
、
リ
ー
ダ
ー
（
ア

ー
ツ
セ
ラ
ピ
ー
・
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
）
の
お
手
伝
い
を
す
る

こ
と
で
す
。�

　
今
後
、
東
温
市
内
に
数
多
く

の
リ
ー
ダ
ー
が
育
っ
て
い
く
こ

と
が
、
市
の
大
き
な
財
産
に
な

り
ま
す
。
こ
の
『
脳
ト
レ
大
学
』

を
中
心
と
し
て
、
市
内
各
所
で

の
地
域
活
動
に
、
こ
こ
で
学
ん

だ
知
識
が
活
か
さ
れ
る
こ
と
を

心
か
ら
望
ん
で
い
ま
す
。�

　
あ
な
た
も
、
健
康
維
持
・
増

進
を
参
加
者
と
一
緒
に
体
感
し

て
み
ま
せ
ん
か
。�

�

■
期
　
　
間�

平
成
２０
年
６
月
〜
１２
月�

※
脳
ト
レ
大
学
の
開
講
内
容
と

同
じ
で
す
。
原
則
と
し
て
毎

回
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す

が
、
週
１
回
に
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。�

※
初
回
は
開
講
式
の
お
手
伝
い

と
な
り
ま
す
。
６
月
３
日
（火）

午
後
２
時
か
ら
東
温
市
中
央

公
民
館
大
ホ
ー
ル
に
て
開
催

し
ま
す
。�

■
募
集
人
員
　
１５
名�

■
資
　
　
格�

原
則
と
し
て
、
東
温
市
内
に

お
住
ま
い
の
方
に
限
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
経
験
の
あ
る
方
、
次
年

度
以
降
、
リ
ー
ダ
ー
（
ア
ー

ツ
セ
ラ
ピ
ー
・
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
）
と
し
て
活
動
す
る

意
思
の
あ
る
方
を
優
先
し
て

採
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。�

※
平
成
２０
年
６
月
〜
１２
月
の
期

間
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て

お
手
伝
い
を
し
て
い
た
だ
き

な
が
ら
、
リ
ー
ダ
ー
（
ア
ー

ツ
セ
ラ
ピ
ー
・
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
）
に
な
る
た
め
の
養

成
講
座
（
芸
術
療
法
セ
ミ
ナ

ー
全
９
講
座
）
を
受
講
し
て

い
た
だ
く
こ
と
が
必
須
事
項

と
な
り
ま
す
。�

※
５
月
１４
日
（水）
〜
５
月
１８
日
（日）

に
実
施
す
る
事
前
研
修
へ
の

参
加
が
必
要
と
な
り
ま
す
。�

�

〜
共
通
の
申
込
事
項
〜�

　
脳
ト
レ
大
学
受
講
・
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
募
集
に
つ
い

て
の
共
通
の
申
込
事
項
は
次
の

と
お
り
で
す
。�

■
申
込
方
法�

介
護
福
祉
課
ま
た
は
川
内
支

所
に
あ
る
申
込
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
締
切
日
ま
で

に
ど
ち
ら
か
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。�

■
締 

切 

日�

４
月
２５
日
（金）�

１７
時
３０
分
ま
で
に
お
願
い
し

ま
す
。�

■
問
い
合
せ
先�

　
介
護
福
祉
課�

　（
　
９
６
４
・
４
４
１
１
）�

�

『脳トレ大学』の内容�

65歳から歳からのこころとからとからだの健康相談　だの健康相談　�65歳からのこころとからだの健康相談　�

平成20年度　65歳からのこころとからだの健康相談　日程表�

　皆さん、こころとからだはつながっていることはご存知です
か？こころの中にいろいろな悩みをためこむと、外に向けるエ
ネルギーが少なくなります。また、からだや頭を使わない生活
は、筋力や意欲を低下させ、やがては要介護状態や精神疾患を
招くことにもつながります。�
　日常生活の中で、自分でちょっとした工夫をしたり、できる
ことを広げたりすることで、こころとからだが元気になり、生
き生きと暮らしていけるようになります。今までにしたことの
ある楽しかったことや趣味を思い出して再度チャレンジしてみ
るのもいいですね。�
　東温市では平成19年度からご希望のあった方を対象として、
『65歳からのこころとからだの健康相談』を実施しています。
これまでに「からだの痛みが続く」「外に出ることが億劫にな
った」などの様々な相談がありました。担当の医師が膝をつき
合わせて相談にのってくれるため利用された方からは大変喜ば
れています。こころやからだのことを誰にも相談できないでい
る方、介護する側・される側の相談など、どんな些細なことで
も結構です。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。�

　相談を受けるためには、事前予約が必要です。必ず相談日の
2日前までに、介護福祉課（TEL964－4411）までご連絡くだ
さい。日程は相談により調整できますので、お早めにお願いし
ます。�

ボランティアスタッフの主な流れ�ボランティアスタッフの主な流れ�
＜平成20年6月～12月＞　�

ボランティアとして活動�

＋�
芸術療法セミナーを受講�

リーダーとして活動�

＜平成20年6月～12月＞　�

アーツセラピー・コーディ�
ネーター認定証を取得�

＜・・・以降＞　�

日　程�

4月11日�

5月 9日�

6月13日�

7月11日�

8月 8日�

9月12日�

曜 日�

金曜日�

担当医師�

医療法人�
光佑会��

くろだ病院�
馬場　俊一�

�

相談場所�

家庭訪問�
または�
東温市役所�

時　　間�

①午後3時～午後4時�
②午後4時～午後5時�
のいずれかで１人�
約1時間、完全予約制。�
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�

　
被
保
険
者
の
範
囲
に
つ
い
て�

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
は
、

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
区
域
内

に
住
所
を
有
す
る
方
の
う
ち
、�

①
７５
歳
以
上
の
方�

②
６５
歳
〜
７４
歳
の
方
で
あ
っ
て
、
一
定

の
障
害
の
状
態
に
あ
る
旨
の
広
域
連

合
の
認
定
を
受
け
た
方
（
寝
た
き
り

等
の
方
）�

�

保
険
税
の
算
定
に
新
た
に
後
期
高

齢
者
支
援
金
が
加
わ
り
ま
す�

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
開
始
に
伴

い
、
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
保
険
税

の
算
定
方
法
が
平
成
２０
年
度
よ
り
変
わ

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
国
民
健
康
保
険

税
は
医
療
分
と
介
護
分
（
４０
歳
か
ら
６４

歳
の
方
）
と
を
併
せ
て
課
税
し
て
お
り

ま
し
た
が
、
新
た
に
「
後
期
高
齢
者
支

援
金
」
を
合
算
し
て
課
税
し
ま
す
。�

����������������
�

国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収
が

開
始
さ
れ
ま
す�

　
国
民
健
康
保
険
税
の
納
め
方
は
、
平

成
１９
年
度
ま
で
は
「
普
通
徴
収
」
だ
け

で
し
た
が
、
平
成
２０
年
度
か
ら
は
「
普

通
徴
収
」
に
加
え
て
「
特
別
徴
収
」
を

開
始
し
ま
す
。�

���

○
普
通
徴
収�

　
納
税
義
務
者
の
方
は
、
納
付
通
知
書

又
は
口
座
振
替
に
て
、
賦
課
決
定
し
た

保
険
税
を
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。�

��

○
特
別
徴
収�

　
世
帯
内
の
国
保
加
入
者
全
員
が
６５
歳

以
上
７５
歳
未
満
の
世
帯
の
世
帯
主
（
擬

制
世
帯
主
を
除
く
）
で
あ
っ
て
、
年
額

１８
万
円
以
上
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る

方
は
、
原
則
年
金
か
ら
保
険
税
が
天
引

き
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
介
護
保
険
料

と
国
民
健
康
保
険
税
の
合
算
額
が
年
金

受
給
額
の
１
／
２
を
超
え
る
場
合
は
国

民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収
は
実
施
し

ま
せ
ん
。
６５
歳
未
満
の
方
お
よ
び
上
記

に
該
当
し
な
い
方
の
保
険
税
は
従
来
ど

お
り
で
す
。�

�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
に�

伴
う
国
民
健
康
保
険
税
に
お
け
る
配
慮�

　
制
度
創
設
時
の
後
期
高
齢
者
又
は
制

度
創
設
後
に
７５
歳
に
到
達
す
る
方
が
国

保
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行

す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
同
じ
世
帯
に
属

す
る
国
保
被
保
険
者
の
保
険
税
が
従
前

と
同
程
度
と
な
る
よ
う
、
次
の
よ
う
な

措
置
を
講
じ
ま
す
。�

①
低
所
得
者
に
対
す
る
軽
減
に
つ
い
て

の
配
慮�

　
軽
減
を
受
け
て
い
る
世
帯
に
つ
い
て

は
、
国
保
か
ら
の
移
行
に
よ
り
世
帯
の

国
保
被
保
険
者
が
減
少
し
て
も
移
行
後

５
年
間
、
従
前
と
同
様
の
軽
減
措
置
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

②
世
帯
割
で
賦
課
さ
れ
る
保
険
税
の
軽
減�

　
国
保
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ

の
移
行
に
よ
り
単
身
世
帯
と
な
る
世
帯

国民健康保険税の�
算定方法が変わります�
国民健康保険税の�

算定方法が変わります�

平成20年度から�

平
成
２０
年
度
か
ら
（
平
成
２０
年
４
月
〜
）�

平
成
１９
年
度
ま
で�

�

平成20年からの算定方法�従来の算定方法�

国民健康保険税の算定方法� 課税限度額について�

　現在の国保税では、医療分限度額56万円、介護分
9万円と設定し、課税させていただいております。平
成20年度より課税限度額についても、見直す予定と
なっております。（地方税法施行令の改正に伴うため）�
　現在の時点で国より示されている平成20年度から
賦課限度額は以下のとおりです。�

医療分�
（0～74歳）�医療分�

（加入者全員）�

介護分�
（40～64歳）�

介護分�
（40～64歳）�

後期高齢者支援金�
（0～74歳）�

医療分　47万円�
（現行　56万円）�

介護分　9万円�
（現行　9万円）�

後期高齢者支援金�
12万円（新設）�

4月1日から75歳以上の方を対象とする後期高齢者医療制度が始まりました。�
　後期高齢者医療にかかる費用のうち、後期高
齢被保険者自身が医療機関で支払う窓口負担を
除いた分を、公費（国、県、市）から約５割、
後期高齢被保険者の皆さんから保険料として納
めていただく分として１割、残りの約４割を現
役世代（０～７４歳）からの支援（後期高齢者
支援金）として各保険者が負担します。この４
割の負担分を「後期高齢者支援金」として新た
に保険税として算定することとなりました。こ
れは国民健康保険加入者だけではなく、社会保
険などの健保組合加入者においても同様です。�
�

後期高齢者支援金とは…後期高齢者支援金とは…�後期高齢者支援金とは…�



に
つ
い
て
、
移
行
後
５
年
間
、
基
礎
賦

課
額
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課

額
に
係
る
世
帯
割
で
賦
課
さ
れ
る
平
等

割
分
の
保
険
税
を
１
／
２
軽
減
す
る
措

置
を
講
じ
ま
す
。�

③（
条
例
減
免
）
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方

の
保
険
税
軽
減�

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
に
伴

っ
て
、
制
度
創
設
時
の
後
期
高
齢
者
又

は
制
度
創
設
後
に
７５
歳
に
到
達
す
る
方

が
被
用
者
保
険
等
か
ら
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当

該
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
か
ら
国
保
被

保
険
者
と
な
っ
た
方
に
つ
い
て
、
被
用

者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
期
間
に

保
険
料
を
賦
課
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
方

に
対
し
て
、
２
年
間
、
保
険
税
を
軽
減

す
る
措
置
を
講
じ
ま
す
。�

�

　
被
扶
養
者
減
額
措
置
と
は �

　
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
、
こ
れ

ま
で
保
険
料
を
負
担
し
て
い
な
か
っ
た

方
に
つ
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
て
か
ら
２
年
間
は
、
均
等

割
額
が
５
割
に
減
額
さ
れ
、
所
得
割
は

賦
課
さ
れ
ま
せ
ん
（
恒
久
措
置
）。
た
だ

し
、
平
成
２０
年
度
限
り
の
特
例
措
置
と

し
て
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
６
ヶ
月
間

は
、
保
険
料
が
賦
課
さ
れ
ず
、１０
月
か
ら

平
成
２１
年
３
月
ま
で
は
、
均
等
割
額
を

９
割
軽
減
し
た
額
が
賦
課
さ
れ
ま
す
。�

�

■
問
い
合
せ
先�

　
市
役
所
　
税
務
課�

　（
　
９
６
４
・
４
４
０
３
）�

広報とうおん  4.1.2008

新しい被保険者証が発行されます�
　これまで老人医療の受給者であった方には３月中に郵送
していますが、今後、７５歳になる方には、７５歳のお誕生
日までに、郵送します。�
　病院を受診するときは新しい被保険者証（１枚のみ）を
必ず提示してください。�
医療費の自己負担�
　病院に支払う自己負担は、１割負担です。ただし、現役
並みの所得がある人は、３割負担となります。�
現役並み所得者に該当するかは、同一世帯の被保険者の所
得と収入により判定します。�
　課税所得１４５万円以上、かつ収入が、高齢者複数世帯…５２０万円以上、高齢者単身世帯…３８３万円以上 �
やむをえず全額自己負担したとき（療養費の支給）�
　次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部について払い戻しが
受けられます。 �
・旅行中などに、急病等でやむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき �
・医師の指示により、コルセットやギブスなどの補装具をつくったとき �
・医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき �
・海外に渡航中、治療を受けたとき �
訪問看護療養費�
　居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションを利用した場合、利用料を
支払い、残りを後期高齢者医療が負担します。�
特別療養費�
　被保険者資格証明書の交付を受けている方が、保険医療機関にかかり、医療費を全額支払った場合、
申請に基づき、支払った額のうち自己負担額を除いた額を支給します。�
移送費�
　療養の給付を受けるため、医師の指示により病院や診療所に移送されたとき、申請に基づき、後期高
齢者医療が認めた場合に限り支給します。�
葬祭費�
　後期高齢者医療制度における被保険者が死亡したときに、その方の葬祭を行った方からの申請により、
２万円を葬祭費として支給します。�
保険料の特別徴収（年金からの天引き）�
　年６回の年金支払日に、年額１８万円以上の年金受給者である後期高齢者医療被保険者の方の年金から
保険料を天引きします（初回は４月１５日）。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の１/２を
超える場合には、年金から天引きの対象外となります。�
�
■上記の療養費等の申請先　　市役所  保険年金課（TEL ９６４-４４０８） または 川内支所（TEL ９６６-２２２２） �
■制度についての問い合せ先　　愛媛県後期高齢者医療広域連合  �
　　　　　　　　　　　　　　　TEL ９１１-７７３３   E-Mail:info@ehime-kouiki.jp�
　　　　　　　　　　　　　　　ホームページ：http://www.ehime-kouiki.jp/

4月1日から75歳以上の方歳以上の方を対象対象とする後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度が始が始まりました。�4月1日から75歳以上の方を対象とする後期高齢者医療制度が始まりました。�
この制度は、県下全20市町が加入する愛媛県後期高齢者医療広域連合によって運営されます。�

後期高齢者支援金とは…�



広報とうおん  4.1.2008

※なお、記載内容については、工期等の変更が行われる場合があります。�

　
こ
れ
は
、
本
人
に
な
り
す
ま
し
、
戸

籍
謄
抄
本
や
住
民
票
な
ど
各
種
証
明
書

の
交
付
請
求
を
行
い
、
不
正
に
取
得
し

悪
用
す
る
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止
す

る
た
め
の
も
の
で
す
。�

　
現
在
は
運
転
免
許
証
・
健
康
保
険
証

等
各
１
点
で
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

５
月
１
日
以
降
は
次
の
要
領
で
実
施
し

ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。�

�

　
本
人
確
認
を
す
る
た
め
の
方
法
は
？�

　
次
の
Ａ
〜
Ｂ
の
う
ち
、
Ａ
の
場
合
は

１
点
を
、
Ｂ
の
場
合
は
①
を
２
点
、
ま

た
は
①
と
②
の
組
み
合
せ
を
お
持
ち
い

た
だ
き
、
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。（
代
理

人
申
請
の
場
合
は
委
任
状
及
び
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
）�

　
な
お
、
郵
送
で
証
明
書
等
を
請
求
さ

れ
る
際
に
も
、
本
人
確
認
書
類
の
コ
ピ

ー
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
同
封
し
て

く
だ
さ
い
。�

Ａ
官
公
署
発
行
の
顔
写
真
付
き
の
証
明
書�

【
例
】
運
転
免
許
証
・
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
（
顔
写
真
付
）・
旅
券
・
外
国

人
登
録
証
明
書
（
※
有
効
期
限
の
切

れ
て
な
い
も
の
）
な
ど�

Ｂ
①
法
令
に
基
づ
き
発
行
さ
れ
た
Ａ
以

外
の
証
明
書�

【
例
】
健
康
保
険
証
・
各
種
年
金
手
帳

（
証
書
）・
介
護
保
険
被
保
険
者
証
な
ど�

Ｂ
②
そ
の
他
の
証
明
書�

【
例
】
社
員
証
・
学
生
証
・
預
金
通
帳
・

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
（
取
得
時
に
改
ざ
ん
防
止
措

置
を
さ
れ
た
も
の
）
な
ど�

※
印
鑑
登
録
証
は
本
人
確
認
証
明
書
に

は
使
え
ま
せ
ん
。�

※
証
明
書
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
　�

�

■
問
い
合
せ
先�

　
市
役
所
　
市
民
課�

　（
　
９
６
４
・
４
４
０
４
）�

｢

本
人
確
認
書
類｣
の
提
示
を
お
願
い
し
ま
す
。�

｢

本
人
確
認
書
類｣
の
提
示
を
お
願
い
し
ま
す
。�

市
民
課
窓
口
で
の�

　
市
民
課
で
は
、
窓
口
で
の
本
人
確
認

に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、

戸
籍
法
及
び
住
民
基
本
台
帳
法
の
改
正

に
よ
り
、
５
月
１
日
か
ら｢

本
人
確
認｣

が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。�

松瀬川�
�
�

下林�
�
�

横河原�
�
�

東温市�
�
�

南方�
�
�

東温市�
�
�

東温市�
�
�

下林�
�
�

東温市�
�
�

南方�
�
�

志津川�
�

則之内
松瀬川�
�

南方�
�
�

下林�
�

市役所
川内支所�
�
�

㈱エクセル調査設計�
�
�

㈱ユニコン�
�
�

㈱アイコーメディカル�
�
�

㈱ナイバ�
�

㈱菱和設計�
コンサルタント�

�
佐川印刷㈱�

�
�

㈲竹田建設�
�
�

㈱東温土木�
�
�

丹下建設㈱�
�
�

㈱菱和設計コンサル
タント�
�

㈱富久�
�
�

共立電気㈱�
�
�

㈱富久�
�
�

藤岡萬建設㈲�
�
�

㈱愛媛電算�

798,000円�

1,050,000円�

677,092円�

1,785,000円�

43,050,000円�

719,250円�

36,015,000円�

1,575,000円�

27,384,000円�

4,074,000円�

2,635,500円�

1,575,000円�

5,880,000円�

1,323,000円�

655,200円�

松瀬川原上池測量設計委託
業務�
�
下林明木谷池測量設計委託
業務�
�
救急訓練用資器材購入�
�
公共下水道に係る地質調査
委託業務（川内処理区）�
�
川内地区統合簡易水道川内
浄水場実施設計委託業務�
�
東温市省エネルギービジョ
ン報告書・概要版作成業務�
�
公共下水道汚水管渠工事�
（84－1工区）�
�
下林農地災害復旧工事�
�
公共下水道汚水管渠工事�
（19－③工区）　�
�
川内地区統合簡易水道水源
地改良実施設計委託業務�
�
重信地区統合簡易水道改良
工事（131工区）�
�
横灘団地操作線修繕工事�
�
川内地区統合簡易水道改良
工事（33工区）�
�
拝志小学校教室改修工事�
�
後期高齢者医療広域連合電算処
理システム窓口用端末導入業務�
�
�

法面保護工　一式　　ため池浚渫　一式  �
  �
  �
浚渫測量設計　一式  �
  �
心肺蘇生訓練人形　１体　�
訓練用自動体外式除細動器　3式  �
    �
地質調査　Ｎ＝１個所  �
  �
  �
浄水場実施設計　一式  �
  �
  �
報告書　100部　　概要版　12，000部  �
  �
開削PRP200m/m管　L=272.3m　開削
PRP150m/m管　L=253．3m  �
  �
ブロック積　Ａ＝48m2　畦畔盛土　Ｌ＝16m  �
  �
開削ＰＲＰφ150m/m管　Ｌ＝580．9m�
開削ＶＵφ150m/m管　Ｌ＝12.4m  �
  �
第3水源地改良実施設計　一式  �
  �
  �
配水管布設工φ100～φ75　Ｌ＝181.0m  �
  �
  �
第5水源地から横灘団地中間槽間のテレメータ
ー設備設置　一式  �
  �
浄水場造成工事　一式  �

  �
黒板・掲示板設置、放送・テレビ設備設置　他  �
   �
後期高齢者医療システム端末及びプリンタの購入・
設置  �
  �
  

H20.1.17�
～H20.3.21�
�
H20.1.17�
～H20.3.21�
�
H20.1.24�
～H20.2.12�
�
H20.1.24�
～H20.2.20�
�
H20.1.31�
～H20.3.25�
�
H20.1.31�
～H20.2.21�
�
H20.2.1�
～H20.3.24�
�
H20.2.15�
～H20.3.25�
�
H20.2.15�
～H20.3.24�
�
H20.2.18�
～H20.3.25�
�
H20.2.18�
～H20.3.21�
�
H20.2.18�
～H20.3.25�
�
H20.2.15�
～H20.3.25�
�
H20.2.22�
～H20.3.21�
�
H20.2.28�
～H20.3.31

1/16

1/23

1/30

2/13

2/15

2/20

2/27

●東温市で執行した入札結果は次のとおりです。� （平成20年1月16日～2月27日分）�
工事（業務）概要�入札日� 場　所� 税込落札金額�工　期�工事（業務）名� 落札業者�



����

　
児
童
手
当�

　
児
童
手
当
等
は
、
１２
歳
到
達
後
最
初

の
３
月
３１
日
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。�

　
た
だ
し
、
公
務
員
の
方
は
職
場
で
の

手
続
き
と
な
り
ま
す
。�

■
手
当
月
額�

　【
３
歳
未
満
】�

　
一
　
　
律
　
　
　
１
０
，０
０
０
円�

　【
３
歳
以
上
】
　�

　
第
１
子
・
第
２
子
　
５
，０
０
０
円�

　
第
３
子
以
降
　
　
１
０
，０
０
０
円�

�

　
障
害
児
福
祉
手
当�

　
一
定
以
上
の
障
害
を
有
し
、
日
常
生

活
に
お
い
て
い
つ
も
介
護
を
必
要
と
し

て
い
る
２０
歳
未
満
の
児
童
に
対
し
て
、

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
支
給

さ
れ
ま
す
。�

　
た
だ
し
、
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る

児
童
は
除
か
れ
ま
す
。�

■
手
当
月
額
　
　
１
４
，３
８
０
円�

��

　
特
別
障
害
者
手
当�

　
一
定
以
上
の
障
害
を
有
し
、
日
常
生

活
に
お
い
て
、
い
つ
も
特
別
な
介
護
を

必
要
と
し
て
い
る
２０
歳
以
上
の
方
で
、

著
し
く
重
度
の
障
害
の
状
況
で
あ
り
、

か
つ
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に

支
給
さ
れ
ま
す
。�

　
た
だ
し
、
施
設
等
に
入
所
、
ま
た
は

医
療
機
関
に
３
か
月
を
超
え
て
入
院
し

て
い
る
方
は
除
か
れ
ま
す
。�

■
手
当
月
額
　
　
２
６
，４
４
０
円�

�

　
児
童
扶
養
手
当
　�

　
１８
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
末

ま
で
（
障
害
が
あ
る
場
合
２０
歳
未
満
）

の
児
童
で
支
給
要
件
に
該
当
す
る
次
の

よ
う
な
児
童
を
監
護
し
て
い
る
母
親
ま

た
は
養
育
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。�

■
手
当
の
対
象
と
な
る
児
童�

父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童
、
父

が
死
亡
し
た
児
童
、
父
が
重
度
障
害

の
状
態
に
あ
る
児
童
、
父
が
生
死
不

明
で
あ
る
児
童
、
父
が
一
年
以
上
遺

棄
し
て
い
る
児
童
、
父
が
一
年
以
上

拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童
、
未
婚
の
母

の
子
、
そ
の
他
孤
児
等�

■
手
当
月
額�

全
額
支
給
の
場
合
、
児
童
一
人
に
つ

き
４
１
，７
２
０
円
、
一
部
支
給
に
つ

い
て
は
、
所
得
に
応
じ
て
４
１
，７
１

０
円
か
ら
９
，８
５
０
円
ま
で
の
１０
円

き
ざ
み
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
第
２

子
に
つ
い
て
は
５
，０
０
０
円
、
第
３

子
以
降
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
３
，

０
０
０
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。�

�

　
特
別
児
童
扶
養
手
当�

　
２０
歳
未
満
で
、
身
体
ま
た
は
精
神
に

重
度
ま
た
は
中
度
以
上
の
障
害
を
お
持

ち
の
方
を
監
護
し
て
い
る
父
も
し
く
は

母
（
所
得
が
多
い
方
）
、
ま
た
は
父
母

に
か
わ
っ
て
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

（
養
育
者
）
が
手
当
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。�

　
た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
手

当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。�

・
児
童
や
父
も
し
く
は
母
、
ま
た
は
養

育
者
が
日
本
国
内
に
住
ん
で
い
な
い

と
き�

・
児
童
が
、
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る

厚
生
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
き�

・
児
童
が
、
児
童
福
祉
施
設
等
（
保
育

所
、
通
園
施
設
、
肢
体
不
自
由
児
施

設
へ
の
母
子
入
園
を
除
く
）
に
入
所

し
て
い
る
と
き�

■
手
当
月
額�

　
１
級
障
害
児
童
　
一
人
に
つ
き�

　
　
　
　
　
　
５
０
，７
５
０
円�

　
２
級
障
害
児
童
　
一
人
に
つ
き�

３
３
，８
０
０
円�

■
支
給
方
法�

手
当
は
、
認
定
請
求
し
た
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
、
年

間
３
回
受
給
者
本
人
の
金
融
機
関
口

座
へ
振
り
込
ま
れ
ま
す
。�

�

■
各
手
当
に
共
通
す
る
事
項�

各
手
当
に
は
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

前
年
分
の
本
人
及
び
扶
養
義
務
者
な

ど
の
所
得
が
、
一
定
以
上
の
人
は
支

給
が
停
止
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。�

�

■
問
い
合
せ
先�

　
市
役
所
　
社
会
福
祉
課�

　（
　
９
６
４
・
４
４
０
６
）�
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　保護者のパート就労や病気、その他の理由により、
家庭保育が一時的に困難な場合、保育所でお預かり
する事業です。受付は、４月２１日（月）から開始します。�
�
●対象児童�
　市内に住所がある満４か月から未就学までの児童。�
●利用定員�
１日あたり３人程度。ただし、受入児童の状況により
変更することがあります。�

●利用料金（給食代を含みます。）�
３歳未満　１日利用　２,０００円、半日利用　１,０００円�
３歳以上　１日利用　１,５００円、半日利用　   ７５０円�
※市民税非課税世帯は半額、生活保護世帯は無料�
●実施場所　拝志保育所�
●保育時間�
平　日　８時３０分から１７時３０分まで�
　　　　（１日また半日利用）�
土曜日　８時３０分から１２時３０分まで�
　　　　（半日利用）�
●申込方法�
申込書が、社会福祉課と拝志保育所にあります。申
込書以外の提出するものは、申し込みの際に説明
します。保育所で面接を行います。�
�
●問い合せ先　�
　社会福祉課　TEL９６４－４４０６　�
　拝志保育所　TEL９６４－３００３  TEL９６４－３１４９�
�


